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は じ め に 

 

武蔵村山市では、協働のまちづくりを進めるため、平成１７年度に『武蔵村山市市民活

動団体との協働に関する指針』を策定し、協働の基本的な考え方や方向性が示され、平成  

１８年度には協働事業を進めるための手引きとして『武蔵村山市市民協働推進マニュアル

－パートナーシップのまちづくりをめざして－』が策定されました。 

指針に掲げる市民協働の基本的考え方を具体的に実現するための第一歩として、平成 

２０年度に「武蔵村山市市民協働まちづくり研究会」を設置し、その成果を『武蔵村山市

市民協働まちづくり研究会報告書』にまとめ、研究会で抽出した諸課題を具体的に検討す

るために平成２１年度に「武蔵村山市市民協働推進会議」を設置されました。 

この「協働事業提案制度」は、平成２２年３月の市民協働推進会議からの報告を受け、

武蔵村山市が事業の実施に向けた検討を行い、今年度新たに導入されたものです。 

 これまで、「公共」に関わる多くの領域については、行政がその必要性を判断し事業を  

行うという手法が基本的に踏襲されてきました。しかし、社会経済情勢の変化に伴い住民

ニーズが多様化し、複雑化した地域課題を解決するためには、これまでの行政主導による

公共のあり方を見直し、新しい公共のあり方を創造していくことが求められています。  

すなわち、地域が抱える様々な課題を市民と行政で協力し合うことによって解決する「協

働のまちづくり」の視点が不可欠です。 

 「協働事業提案制度」は、このような考えに基づき、地域の市民活動団体の専門性や   

柔軟性をいかした提案を基に、提案団体と市が協働して地域の課題、社会的課題の解決に

取り組むものです。 

 地域における様々な課題の中には、市民や地域で活動されている団体だからこそ見えて

くるものもあると同時に、行政だけでは対応が困難な場合もあります。市政への市民参加

を促進し市民による地域の課題、社会的課題の解決につなげ、暮らしやすい武蔵村山市  

の実現のために、この「協働事業提案制度」が、今後重要な役割を果たしていくものと   

考えます。 
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武蔵村山市市民協働推進会議 
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１ 協働事業提案制度の概要 

平成２３年度から創設された協働事業提案制度は、武蔵村山市内を主な活動範囲とす

る特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治会その他の営利を目的とせず社会貢献

活動を行う団体（以下「市民活動団体」という。）の専門性や柔軟性等をいかした公益性

の高い事業の提案を募集することにより、提案した団体が自主的に、又は市と協働して

事業を実施することで、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、

社会的課題等の解決につなげ、暮らしやすい地域社会の形成を目的とする制度です。 

本制度は、将来の協働型事業の実施を目指す市民活動団体の育成を目的とした「団体

育成型事業部門」と、事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経費負担

等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図り

市と協働して行う「協働型事業部門」の２種類の事業について募集がなされました。  

「団体育成型事業部門」は、１事業当たり対象となる経費の３０万円を限度として、  

また「協働型事業部門」は、１事業当たり対象となる経費の１００万円を限度として  

補助金が交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 3 -

２ 選考に至る経過 

平成２３年度武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の選考過程は以下のとおりです。 

 

 ●平成２３年度武蔵村山市協働事業提案制度の周知 
・市のホームページ「市民協働・男女共同参画」に掲載 

  ・市報（９／１５号）に掲載 

  ・市施設に募集要項及び募集チラシの設置 

     市政情報コーナー/情報館えのき/緑が丘出張所/緑が丘ふれあいセンター/ 

ボランティアセンター/各地区会館 

  ・提案事業の審査を行う「市民協働推進会議」の公募委員を募集（周知は上記に同じ） 

  ・武蔵村山ＮＰＯネットワークにおいて制度概要及び募集を説明（H23.9.23） 

 

 

 

●提案の募集 
・募集期間 平成２３年９月１５日(木)から３０日(金)まで 

  ・提案件数 ５件 

 

 

●市民協働推進会議の開催 

  ・提案事業の採択の適否を審査するため、市民協働推進会議を開催 

回 開催日 内        容 

第１回 
平成 23 年 

11 月 16 日 

委嘱書の交付／座長及び副座長の互選／推進会議に関する各要領等の

制定／提案事業の一次審査(書類選考) 

◆提案のあった事業の一次審査(書類選考)を行い、提案団体からの

プレゼンテーションを聴取する事業を選定した。 

第２回 
平成 23 年 

11 月 28 日 

協働事業提案制度の提案事業の審査要領の制定 

提案団体からのプレゼンテーション(３団体) 

・中部地区会館４０１大集会室 18:30～20:10 

◆一次審査(書類選考)を通過した５団体のうち３団体の提案について

提案者がプレゼンテーションにより事業内容を説明。その後、推進会

議委員との質疑応答を行った。     

・プレゼンテーション時間：１団体 20 分以内 

・質疑応答時間：１団体 10 分 

第３回 
平成 23 年 

11 月 29 日 

提案団体からのプレゼンテーション(２団体) 

提案事業の二次審査 

・中部地区会館４０１大集会室 19:10～20:15 

◆一次審査(書類選考)を通過した５団体のうち２団体の提案について

提案者がプレゼンテーションにより事業内容を説明。その後、推進会

議委員との質疑応答を行い、二次審査を行った。 

第４回 
平成 23 年

12 月 12 日 

提案事業の審査及び提案事業審査報告書(案)の検討並びに決定 

◆プレゼンテーション及びこれに伴う質疑応答を行った５事業の採択

の適否について審査を行い、うち、３事業を採択すべき事業とした。
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３ 審査基準 

平成２３年度の採点方法は、一次審査（書類選考）、二次審査とも下記の審査基準に基

づき各委員が採点し、委員の合計点により選定しました。 

一次審査（書類選考）では、各委員の合計点数が満点合計の５割以上の事業を提案団

体からプレゼンテーションを聴取すべき事業として選考し、二次審査では当該プレゼン

テーション及びこれに伴う質疑の結果を踏まえ採点し、満点合計の６割以上の事業を 

採択すべき事業として検討しました。 

 

審 査 項 目 着 眼 点 及 び 審 査 基 準 配 点 基 準 

協 

働 

の 

必 

要 

性 

地域課題・

社会的課題 

【必要性】 

◎提案内容は、地域課題、社会的課題等の市民ニーズを捉え

ているか。 

充分に捉えている  ５点 

概ね捉えている   ４点 

普通である     ３点 

あまり捉えていない ２点 

全く捉えていない  １点 

課題解決の

手法・形態 

【協働の手法・形態】 

◎課題解決の手法は、妥当性、先駆性、独創性等があるか。

◇課題解決のために協働という手法が必要とされていか。 

◎課題解決に向け、地域等との必要な連携が図られているか。

充分に備えている  ５点 

概ね備えている   ４点 

普通である     ３点 

あまり備えていない ２点 

全く備えていない  １点 

役割分担等 

【役割分担等の妥当性】 

◇提案団体と市との役割分担が明確かつ妥当なものである

か。 

◎行政のノウハウの活用など、多様な役割が引き出されてい

るか。 

充分に妥当性がある ５点 

概ね妥当性がある  ４点 

普通である     ３点 

あまり妥当性はない ２点 

全く妥当性はない  １点 

事 業 効 果 

【相乗効果】 

◇提案団体と市が協働することにより事業をより効果的（お

互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることに

より、効果的な実施が可能となることなど）に行うことが

期待できるか。 

充分に期待できる  ５点 

概ね期待できる   ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

【市民満足度】 

◎市民の満足度が高まり、具体的な効果・成果（質の高い又

は多様なサービス等を受けることができることなど）が期

待できるか。 

充分に期待できる  ５点 

概ね期待できる   ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

事 

業 

の 

実 

現 

企 画 力 

【団体の企画力】 

◎地域課題を効果的・効率的に解決する事業企画となってい

るか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 
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性 

実 現 性 

【計画の実現性】 

◎計画どおりに実施が可能であるか。 

◎地域住民等の理解を得られているか。 

◎法的な問題等により実現が困難となっていないか。 

充分に実現性がある ５点 

概ね実現性がある  ４点 

普通である     ３点 

あまり実現性はない ２点 

全く実現性はない  １点 

実 施 能 力 

【団体の実施能力】 

◎提案団体は、当該事業を実施する上での専門的な知識や経

験を有し、提案する事業が実施可能であるか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

継 続 能 力 

【団体の継続能力】 

◎提案した事業を継続するために、組織の成長・自立を考え

た中・長期的なスケジュールとなっているか。 

◎計画を継続して実現するために自ら資金や人材の確保に努

めているか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

｢◎」は団体育成型事業及び協働型事業の共通の審査基準とし、「◇」は協働型事業のみの審査基

準とする。 
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４ 平成２３年度協働事業提案制度の募集内容 

   ※協働事業提案制度による提案事業募集のチラシから抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

① 協働事業提案制度の流れ(※詳細は「平成 23年度武蔵村山市協働事業提案制度募集要項(以下「募集要項」を参照願いまます。) 

②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「武武蔵蔵村村山山市市協協働働事事業業提提案案制制度度」」  
    にによよるる提提案案事事業業をを募募集集ししまますす！！ 

 市では『武蔵村山市協働事業提案制度』を創設し、武蔵村山市内を主な活動範囲とする特定非営利活動法人やボランティ

ア団体、自治会その他自主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の配分を目的としないものに限る。)を行う団体(以

下「市民活動団体」という。)の専門性や柔軟性等を活かした事業の提案を募集することにより、市政への市民参加を促進

するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解決につなげ、暮らしやすい地域社会の形成を目指していきます。

 武蔵村山市の協働事業提案制度では、福祉、子育て、環境、防災、国際交流、文化芸術、まちづくり等の事業について、

将来の協働型事業の実施を目指す市民活動団体の育成を目的とした『団体育成型部門』と、実際に市と協働して地域の課題

等の解決につなげる提案ができる『協働型事業部門』の２つの区分に分けて募集します。 

 制度に伴う支出形態については、事業に対して市が補助金を交付する「補助」という形で行い、必要に応じて関係する市

の所管課との連携を図りながら事業を推進していきます。 

提案する協働事業の検討 

協働事業提案書の提出 

市民協働推進会議による書類選考 

市民協働推進会議での 
公開プレゼンテーション 

９月１５日  協働事業の目的や期待する効果などについて検討すると共に、必

～３０日 要に応じて関係する市の所管課と事前調整をしておく必要があ

ります。 

９月１５日  募集要項に定める応募に必要な書類を提出する。募集要項及び書

～３０日 類の様式はホームページからダウンロードできます。

１１月上旬  市民協働推進会議において提案事業の審査を行います。 
～１２月上旬  

１２月上旬  提案された協働事業の採択の適否について市民協働推進会議の審

査結果を、市長へ報告します。 

１０月上旬  市民協働推進会議が一次審査として書類選考を行い、書類選考の

結果を通知します。書類選考を通過した提案は公開プレゼンテー

ションへと進みます。

市民協働推進会議における 
提案事業の審査 

市民協働推進会議から 
市長への審査結果報告 

採択事業の市長決定 

事業の実施準備 

１０月下旬  公開による市民協働推進会議の場で、提案団体に公開プレゼンテ

～１１月上旬 ーションを行っていただきます。 

１２月中旬  市民協働推進会議からの報告・意見を聴いて、提案された協働事

業の採択の適否について市長が決定をし、速やかにその結果を

提案者に通知します。 

１２月下旬  事業採択の決定通知を受けた提案団体は、関係する市の所管課と

調整をし、事業計画の再精査を行います。また当該事業について

の市の担当課は精査した事業計画に基づき予算要求を行います。

２月頃    採択等された提案事業の内容について、ホームページで公表しま

す。 
結果の公表(ホームページ) 

協働事業の実施・完了・評価 
３月～    市議会の予算議決を受け、平成 24 年度に事業実施となります。 

事業完了後は事業結果報告書の提出、事業報告会の開催を経て事 
業評価を受け、次回の反映へとつなげていきます。
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②募集区分 

 

 

 

 

 

 

③ 対象となる事業 
対象となる事業は、公益的な事業であって次に掲げる①から⑦までのうち、①から③までのいず

れにも該当し、かつ④から⑦までのいずれかに該当する事業とします。 

① 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業 

② 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業 

③ 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業 

④ 市民の地域活動への参画が促進される事業 

⑤ 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待

できる事業 

⑥ 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業 

⑦ 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業 

《対象外とするもの》 

❶ 現に協働事業として三の年度にわたって実施された事業と同一と認められる事業 

（同一の市民活動団体が実施したものに限る。） 

❷ 営利のみを目的とした事業 

❸ 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業 

❹ 学術的な研究のみを目的とした事業 

❺ 調査のみを目的とした事業 

❻ 武蔵村山市内の特定の地域住民だけによる事業 

❼ 交流又は親睦のみを目的とした事業 

❽ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

❾ 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 

④ 応募に係る詳細 
(1)  その他、応募資格及び応募方法、補助対象経費など事業提案に係る詳細については、「平成

23 年度武蔵村山市協働事業提案制度募集要項(以下「募集要項」という。)を参照願います。 

(2) 「募集要項」及び「武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱」に定める応募に必要な書類の様

式は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所地域振興課、市政情報コーナー、

情報館えのき、緑が丘出張所、緑が丘ふれあいセンター、各地区会館及びボランティアセンタ

ーに備えてあります。 

⑤ 本制度に関するお問い合わせは 
武蔵村山市 市民生活部 地域振興課 地域振興グループ  電話 042（565）1111 内線 222・223 

E-mail kyodo@city.musashimurayama.tokyo.jp      F A X 042（563）0793  

団体育成型事業部門 
協働型事業の実施を目指す市民活動団体の企画力及び事業遂行能力の向上に資する公益性の高い事業であって、市民活動

団体が単独で企画し、及び実施する事業に対して補助をします。 

将来の協働型事業部門への提案を目指している団体が、事業実施のための基礎的な力を強化し、団体の育成を目的とした

部門です。１事業あたり対象となる経費の３０万円を補助限度とします。 

協働型事業部門 
市民活動団体がその専門性、柔軟性等をいかして実施する公益性の高い事業であって、当該事業の目的を市と共有する

とともに、市との役割分担、経費負担等について、企画立案から事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携

を図る事業に対して補助をします。 

市との協働事業として実施することを前提として、企画力をはじめ事業遂行能力、調整力などについて一定の能力を有

する団体が、市と協働して地域の課題、社会的課題等の解決につなげる提案できる部門です。原則として、単発のイベン

ト類のほか事業の継続性や発展性があり、市の事業として定着することができるような提案を期待しています。 

１事業あたり対象となる経費の１００万円を補助限度とします。 
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５ 平成２３年度提案事業の審査結果及び理由 

  
平成２３年度提案事業の審査結果は、以下のとおりです。 

 提案事業の内容については、「６ 平成２３年度提案事業内容」を参照してください。 
 

受付

番号 
事業 
部門 

提 案 事 業 名 審 査 経 過 
審 査 結 果

提 案 団 体 名 書類選考 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

１ 

団 体 
育成型 

グラシオス プラント パートナー 書類選考 

通  過 
実 施 

採択と 

すべき事業小学生への花育と豊かな環境づくり 

理    由 
 本事業は、子供たちが花と緑を育て触れ合いながら身の回りの環境づくりに携わることで、子

供たちへの将来的なまちづくりへの啓発と情操の育成に寄与するものであるとともに、各学校の

景観の向上も期待できます。また今後、各学校区ごとの広がりも期待でき継続性及び発展性のあ

る事業といえます。 
実施に当たっては、ＰＴＡ及び自治会、各学校等と連携・協働しながら、地域が一体となった

推進を要望します。   

２ 

協働型 
市民映画会「春夏秋冬」 書類選考 

通  過 
実 施 

不採択と 
すべき事業キネマむらやま 

理    由 
 団塊の世代や様々な立場の人々が地域活性化の活動のためにつながるきっかけとして、映画の

活用は理解できるところでありますが、映画鑑賞に集まった人たちを地域づくりへ導いていく

ための具体的な方策がないと、単に各々の映画鑑賞で終始する可能性もあり、映画上映後に地域

づくりに向けた発展は期待しづらいと考えます。この点について、協働事業としての具体的な

方策が必要です。また、事業規模の観点から、団体の前年度年間の決算額と今回の提案事業予算

とを比較すると約１０倍の事業費に増加していることから、規模拡大の理由が明確でないことに

加え、実現性についても危惧するところであります。 

３ 

協働型 
市民後見人養成講座テキスト作成事業   書類選考 

通  過 
実 施 

不採択と 
すべき事業特定非営利活動法人 シニアメイトサービス 

理    由 
 高齢者人口及び高齢者の一人暮らし世帯の増加が続き、親族後見人及び専門職後見人も不足し

ている中、成年後見制度における市民後見人の需要は高まっています。このことからも、市民

後見人養成講座の充実のため、市民の視点が入った講座用テキストの作成の必要性は認めるとこ

ろであります。一方、市民後見人養成講座は、東京都の「成年後見活用あんしん生活創造事業」

の一事業として実施していますが、東京都では同事業の見直しを平成２４年度から行う予定であ

り、同年に後見人等養成事業のあり方検討会（仮称）を設置し、事業の検証及び開催方法のモデ

ル策定等を検討し、平成２５年度には市民後見人養成講座用のガイドライン及びテキストを作成

し各自治体等に配布する予定であるとしています。以上のことから、現時点では時期尚早と考え、

平成２５年度以降に東京都が配布予定の市民後見人養成講座用のガイドライン及びテキストの

内容及び講座での活用状況を見極めた上で、必要性を判断すべきものと評価しました。 
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４ 

協働型 
ちびっ子名人育成プロジェクト 書類選考 

通  過 
実 施 

採択と 

すべき事業特定非営利活動法人 むさしむらやま子ども劇場

理    由 
 子供たちが、プロフェッショナルや専門家の指導により興味を抱きながら、伝統的な昔の遊び

の技をみんなで学び習得する取組は、達成感や自己肯定感を育み、子供たちの交流の場を広げる

ことが期待できます。 
 また、このような子供たちの交流・活動の場の拡大のために、この提案団体は、市と協働した

イベントである村山デエダラまつりに継続して参加しているほか、各種事業を積極的に実施し

事業収入を得るなど、自立的な運営に努力していることも評価しました。 
 本提案では、放課後子ども教室に登録する児童を対象に、２校ごと数年にわたりその規模を

広げていく内容でありますが、現在、同教室は全小学校での実施ではないことに加え、他校児童

の受入れも行われていない状況であることから、対象となる児童が限定されてしまいます。 
 公共性及び公平性の観点から、一部の学校だけでなく全小学校の児童を参加できる対象とする

ことが必要であると考えます。  
 なお、実施に当たっては、事業費全体の６０％近くを占める講師報償費の低減に努め、その上

で、事業の波及効果を高めるため市内で大会を開くなど子供たちに夢を与える企画とするととも

に、市の関連部署等と調整・連携を図り、広く児童が参加できる事業とするよう要望し、提案団

体による今後の取組に期待し、更なる努力をお願いするものです。 

５ 

協働型 
ＪＣ万博 2012（仮称）事業 書類選考 

通  過 
実 施 

採択と 

すべき事業社団法人 立川青年会議所 

理    由 
 本事業は、市内の子供たちが日本の誇るべき文化・伝統・科学・先進技術・アニメ・スポーツ

などを具体的にその目で見て体験することで将来への希望を感じ、自国の素晴らしさを次世代へ

継承することの大切さを訴える取組であり、同時に、改めて子供たちが地元の潜在的な活力を

感じ、子供たちの将来の地域活動への触発も期待できるものと考えます。 
 一方、動員予定規模からは、実施場所に伴う駐車場の確保や天候、参加団体など開催に当たり

多くの課題、調整を要する事業であることもうかがえます。今後、これらの課題の解決、調整等

に努力を注ぐとともに、単発のイベントのみに終わらせることのないよう、提案団体による今後

の事業発展のための取組に期待し、更なる努力をお願いするものです。 
 また、実施に当たっては、市との協働事業であることから、以下の点について条件を付記して

おきます。①開催場所は武蔵村山市内とすること②武蔵村山市民を主な対象とすること③市内の

企業や団体が有する技術・技能等の更なる普及に寄与すること④一定数の市職員が実行委員会に

委員として参加すること⑤武蔵村山市及び武蔵村山市教育委員会以外の行政が後援及び共催す

る事業としないこと⑥主催団体は社団法人立川青年会議所の武蔵村山市を担当又は所管する

組織とすること 
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６ 平成２３年度提案事業内容 
 
  ここには、提案団体から提出された事業提案企画書の内容を掲載しています。 
 
 
 

(１) 小学生への花育と豊かな環境づくり      ･･････１１ 

      提案団体：グラシオス プラント パートナー   

 

 

(２) 市民映画会「春夏秋冬」                   ･･････１４ 

      提案団体：キネマむらやま 

 

 

(３) 市民後見人養成講座テキスト作成事業    ･･････１８ 

      提案団体：特定非営利活動法人 シニアメイトサービス 

 

 

(４) ちびっ子名人育成プロジェクト          ･･････２１ 

         提案団体：特定非営利活動法人 むさしむらやま子ども劇場 

 

 

(５) ＪＣ万博 2012（仮称）事業           ･･････２４ 

        提案団体：社団法人 立川青年会議所 
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資料１ 

 

○武蔵村山市市民協働推進会議委員名簿（敬称略） 

（平成２３年１１月１６日委嘱、市職員は任命） 

 

 
 

氏   名 選  出  区  分 備   考 

渡 辺  龍 也 
会議要綱第２条第１号 

識見を有する者 
東京経済大学現代法学部教授 

奥 原  せ つ 子 
会議要綱第２条第１号 

識見を有する者 

武蔵村山 NPO ネットワーク 

（NPO法人 くわの実） 

伊 東  理 年 
会議要綱第２条第２号 

市民活動団体関係者 
武蔵村山市中村第一自治会長 

比 留 間  英 世 

会議要綱第２条第３号 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会の代表

者又は職員 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会

事務局長 

高 橋  茂 明 
会議要綱第２条第４号 

武蔵村山市商工会の代表者又は職員 
武蔵村山市商工会事務局長 

北 口  良 夫 
会議要綱第２条第５号 

公募による市民 
公募による市民 

本 間  由 美 子 
会議要綱第２条第５号 

公募による市民 
公募による市民 

河 野  幸 雄 
会議要綱第２条第６号 

市民生活部長の職にある者 
市民生活部長 

下 田  光 男 
会議要綱第２条第７号 

企画財務部財政担当部長の職にある者 
企画財務部財政担当部長 
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資料２ 

 

武蔵村山市市民協働推進会議要綱  

平成２３年８月 ３日 

 訓令（乙）第１２０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱（平成２３年武蔵村山市訓令（乙）第

１１９号）第１５条第３項の規定に基づき、武蔵村山市市民協働推進会議（以下「推進会議」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

（1） 識見を有する者 

（2） 市民活動団体関係者 

（3） 社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会の代表者又は職員 

（4） 武蔵村山市商工会の代表者又は職員 

(5)  公募による市民（武蔵村山市内に住所を有し、又は武蔵村山市内に通勤し、若しくは通学

する者をいう。） 

(6)  市民生活部長の職にある者 

(7)  企画財務部財政担当部長の職にある者 

 （座長等） 

第３条 推進会議に、座長及び副座長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進会議の会議は、座長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところに

よる。 

（任期） 

第 5条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第 6条 推進会議の庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。 

（委任） 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮

って定める。 
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資料３ 

 

武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の書類選考要領 

(平成２３年１１月１６日市民協働推進会議決定) 

 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９

号)第６条第３項の規定に基づき、市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)において実施

する公開プレゼンテーションを行う提案事業を推進会議が選考するに際し、必要な事項を定める

ものとする。 

２ 選考委員 

選考委員は、推進会議委員とする。 

３ 選考の通則 

  選考は、提案団体から提出された応募書類(以下「応募書類」という。)のうち、氏名、住所、

年齢、その他個人及び提案団体を特定する事項を秘匿した上で、応募書類について審査する。 

４ 選考基準及び方法 

  選考は、応募書類について選考委員が別表に掲げる審査基準により５点満点で評価する。 

５ プレゼンテーション実施事業の選定 

  応募書類について各推進会議委員が評価した点数を集計し、合計点数が５割以上の事業を、公

開プレゼンテーションを実施する提案事業として選定する。 

  ただし、推進会議委員の過半数が一の審査項目について最低の評点を付した事業については、

公開プレゼンテーションを実施する提案事業として選定しないことができる。 

６ 選定の通知 

  推進会議は、前項の規定による選定の結果について、提案団体に通知するものとする。 

７ その他 

  前各項に定めるもののほか、公開プレゼンテーションを実施する提案事業の選考について必要

な事項は、推進会議の座長が推進会議に諮って定める。 
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別 表            

審 査 基 準 

審 査 項 目 着 眼 点 及 び 審 査 基 準 配 点 基 準 

協 

働 

の 

必 

要 

性 

地域課題・

社会的課題 

【必要性】 

◎提案内容は、地域課題、社会的課題等の市民ニーズを捉え

ているか。 

充分に捉えている  ５点 

概ね捉えている   ４点 

普通である     ３点 

あまり捉えていない ２点 

全く捉えていない  １点 

課題解決の

手法・形態 

【協働の手法・形態】 

◎課題解決の手法は、妥当性、先駆性、独創性等があるか。 

◇課題解決のために協働という手法が必要とされていか。 

◎課題解決に向け、地域等との必要な連携が図られているか。 

充分に備えている  ５点 

概ね備えている   ４点 

普通である     ３点 

あまり備えていない ２点 

全く備えていない  １点 

役割分担等 

【役割分担等の妥当性】 

◇提案団体と市との役割分担が明確かつ妥当なものである

か。 

◎行政のノウハウの活用など、多様な役割が引き出されてい

るか。 

充分に妥当性がある ５点 

概ね妥当性がある  ４点 

普通である     ３点 

あまり妥当性はない ２点 

全く妥当性はない  １点 

事 業 効 果 

【相乗効果】 

◇提案団体と市が協働することにより事業をより効果的（お

互いを補完したり、お互いの特性を発揮したりすることに

より、効果的な実施が可能となることなど）に行うことが

期待できるか。 

充分に期待できる  ５点 

概ね期待できる   ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

【市民満足度】 

◎市民の満足度が高まり、具体的な効果・成果（質の高い又

は多様なサービス等を受けることができることなど）が期

待できるか。 

充分に期待できる  ５点 

概ね期待できる   ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

事 

業 

の 

実 

現 

性 

企 画 力 

【団体の企画力】 

◎地域課題を効果的・効率的に解決する事業企画となってい

るか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

実 現 性 

【計画の実現性】 

◎計画どおりに実施が可能であるか。 

◎地域住民等の理解を得られているか。 

◎法的な問題等により実現が困難となっていないか。 

充分に実現性がある ５点 

概ね実現性がある  ４点 

普通である     ３点 

あまり実現性はない ２点 

全く実現性はない  １点 
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実 施 能 力 

【団体の実施能力】 

◎提案団体は、当該事業を実施する上での専門的な知識や経

験を有し、提案する事業が実施可能であるか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

継 続 能 力 

【団体の継続能力】 

◎提案した事業を継続するために、組織の成長・自立を考え

た中・長期的なスケジュールとなっているか。 

◎計画を継続して実現するために自ら資金や人材の確保に努

めているか。 

充分に感じられる  ５点 

概ね感じられる   ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

｢◎」は団体育成型事業及び協働型事業の共通の審査基準とし、「◇」は協働型事業のみの審査基

準とする。 
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資料４ 

 

市民協働推進会議における協働事業提案制度の公開プレゼンテーション実施要領 

(平成２３年１１月１６日市民協働推進会議決定) 

 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９

号。以下「実施要綱」という。)第５条第１項の規定よる提案のあった事業のうち武蔵村山市協

働事業提案制度の提案事業の書類選考要領により選定された事業(以下「書類選定事業」という。)

について、実施要綱第６条第３項の規定に基づき市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)

において行う公開プレゼンテーションの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ プレゼンテーションを実施する事業 

プレゼンテーションを実施する事業は、書類選定事業とする。 

３ プレゼンテーションを行う者 

⑴ プレゼンテーションを行う者は、書類選定事業の提案団体の代表者又はその関係者とする。 

⑵ 書類選定事業が複数の団体により共同して提案されたものであるときは、当該提案団体の間

で、前号によるプレゼンテーションを行う者を調整するものとする。 

４ プレゼンテーションの内容 

  プレゼンテーションは、実施要綱第５条第１項第１号から第５号までに掲げる書類の内容に関

する説明を行うものとし、書類選定事業と関連性のないもの及び他の事業などに対する賛否を表

明することはできない。 

５ プレゼンテーションの方法等 

 ⑴ プレゼンテーションは、書類選定事業ごとに行うものとする。 

⑵ プレゼンテーションごとに当該説明に対する推進会議委員の質疑を行うものとする。 

⑶ プレゼンテーションの順序は、実施要綱第５条第１項の規定による提案の受付順とする。 

 ⑷ プレゼンテーションの時間は、一事業当たり２０分以内とする。 

⑸ プレゼンテーションの開催時には、実施要綱第５条第１項第１号から第４号までの事業提案

に係る書類及びプレゼンテーションを行う者が用意した資料を、傍聴のための来場者に配布す

る。 

６ その他 

  前各項に定めるもののほか、公開プレゼンテーションの実施について必要な事項は、推進会議

の座長が推進会議に諮って定める。 
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資料５ 

 

武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の審査要領 

(平成２３年１１月２９日市民協働推進会議決定) 

 

 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９

号)第５条の規定に基づく提案について、同要綱次条第２項の規定により市民協働推進会議(以下

「推進会議」という。)が当該提案事業の採択の適否の審査をする際し、必要な事項を定めるも

のとする。 

２ 審査委員 

審査委員は、推進会議委員とする。 

３ 審査の通則 

  審査は、提案団体から提出された応募書類に基づく提案団体からのプレゼンテーション及びこ

れに伴う質疑の結果を踏まえ審査する。 

４ 審査基準 

  審査は、武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の書類選考要領(平成２３年１１月１６日市

民協働推進会議決定)第４項で規定する別表に掲げる審査基準(以下「審査基準」という。)によ

り、審査委員が５点満点で評価する。 

５ 採択すべき事業 

３項の審査の通則により、各推進会議委員が評価した点数を集計し、各推進会議委員の合計点

数が満点合計の６割以上の事業とする。 

  ただし、６割未満の事業であっても審査項目中の「協働の必要性」及び「事業の実現性」の観 

点から、推進会議委員の過半数が推薦する事業については、採択すべき事業とすることができる。 

６ 審査結果  

⑴ 審査結果には、採択又は不採択についての理由を付するものとする。 

⑵ 採択に当たっての条件を付すことができるものとする。 

７ その他 

  前各項に定めるもののほか、武蔵村山市協働事業提案制度に基づく提案事業の審査について必

要な事項は、推進会議の座長が推進会議に諮って定める。 
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資料６ 

武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱 

平成２３年８月３日 

訓令（乙）第 119 号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体から提案のあった協働事業の実施に関し必要な手続等を定める

ことにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解

決につなげ、もって暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「市民活動団体」とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治

会その他の自主的に社会貢献活動（当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。）

を行う団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 武蔵村山市内を主な活動範囲としていること。 

 ⑵ 運営及び会計処理（予算及び決算を含む。）が引き続き１年以上適切に行われていること。 

 ⑶ 定款、規約、会則等を有し、かつ、会員名簿を備えていること。 

 ⑷ ５人以上の者で組織されていること。 

 ⑸ 次のいずれにも該当しない団体であること。 

  ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

の 

  イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

  ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以

下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党

を推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

  エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

  オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にあるもの 

  カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５

条及び第８条に規定する処分を受けているもの又はその構成員の統制の下にあるもの 

２ この要綱において「協働事業」とは、協働型事業及び団体育成型事業であって、この要綱に定

めるところにより武蔵村山市（以下「市」という。）から補助金の交付を受けて行うものをいう。 

３ この要綱において「協働型事業」とは、市民活動団体がその専門性、柔軟性等をいかして実施

する公益性の高い事業であって、当該事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経

費負担等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図るも

のをいう。 

４ この要綱において「団体育成型事業」とは、協働型事業の実施を目指す市民活動団体の企画力

及び事業遂行能力の向上に資する公益性の高い事業であって、市民活動団体が単独で企画し、及

び実施するものをいう。 

 （協働事業の提案） 

第３条 市民活動団体は、市長に対して、協働事業の実施について提案することができる。ただし、
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一の年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）において二以上の協働事業

を実施することとなる提案をすることはできない。 

２ 協働事業の実施についての提案は、市長が行う公募に応じて行わなければならない。 

３ 協働事業としてその実施について提案することができる事業は、第１号から第３号までのいず

れにも該当する事業であって、かつ、第４号から第７号までのいずれかに該当するものとする。

この場合において、当該協働事業が複数の年度にわたり実施するものであるときは、前項の公募

の対象となる年度に係るものとして提案しなければならない。 

 ⑴ 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業 

 ⑵ 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業 

 ⑶ 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業 

 ⑷ 市民の地域活動への参画が促進される事業 

 ⑸ 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期待

できる事業 

 ⑹ 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業 

 ⑺ 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、同項の規定による提案の対

象としない。 

 ⑴ 現に協働事業として三の年度にわたって実施された事業と同一と認められる事業（同一の市

民活動団体が実施したものに限る。） 

 ⑵ 営利のみを目的とした事業 

 ⑶ 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業 

 ⑷ 学術的な研究のみを目的とした事業 

 ⑸ 調査のみを目的とした事業 

 ⑹ 武蔵村山市内の特定の地域住民だけによる事業 

 ⑺ 交流又は親睦のみを目的とした事業 

 ⑻ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

 ⑼ 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 

 （事業の公募） 

第４条 市長は、協働事業の実施についての提案を募集しようとするときは、あらかじめ、公募の

期間、選考審査の基準その他公募に必要な事項を規定した募集要項（以下単に「募集要項」とい

う。）を定め、これを公表しなければならない。 

 （提案の手続） 

第５条 協働事業の実施についての提案は、募集要綱に定める期日までに、次に掲げる書類を市長

に提出してしなければならない。 

 ⑴ 協働事業提案制度提案書（第１号様式） 

 ⑵ 協働事業提案制度企画書（第２号様式） 

 ⑶ 協働事業提案制度収支予算書（第３号様式） 

 ⑷ 提案団体概要書（第４号様式） 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、募集要項に定める書類 

２ 前項の規定により提案をしようとする協働事業が協働型事業であるときは、当該提案をしよう



 - 39 - 

とする市民活動団体は、当該協働型事業を実施する上での課題等について、募集要項に定める期

日までに、当該協働型事業についての市の担当課（以下「担当課」という。）に事前調整を申し

出なければならない。 

３ 担当課は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なくこれに応ずるものとし、市民活動

団体及び担当課は、当該事前調整において、対等な立場で協議し、協働事業を実施する上での課

題等の解決を図るよう努めるものとする。 

４ 市民生活部地域振興課長は、前項の規定による協議の進行について必要な支援を行うものとす

る。 

 （採択の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による提案があったときは、第１５条第１項の規定により置く武蔵村

山市市民協働推進会議（同項を除き、以下「推進会議」という。）の意見を聴いた上で、当該提

案に係る協働事業を採択するかどうかを決定するものとする。 

２ 推進会議は、前項の規定による求めがあったときは、前条第１項の規定により提出された書類

の審査及び次項の規定による説明の聴取の結果を踏まえ、当該提案に係る協働事業の採択の適否

について、市長に報告するものとする。 

３ 推進会議は、前条の規定による提案をした団体（以下「提案団体」という。）の代表者又はそ

の関係者を会議に出席させて、説明を聴取することができる。この場合において、当該説明の聴

取及びこれに伴う質疑は、原則として公開するものとする。 

 （決定の通知） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による決定をしたときは、協働事業採択（不採択）通知書（第

５号様式）により、提案団体に通知するものとする。 

 （決定の取消し） 

第８条 市長は、提案団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第６条第１項の規定

による採択の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

 ⑵ 市民活動団体に該当しなくなったとき。 

 ⑶ その他協働事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）として市長が適当でないと認

めたとき。 

 （事業の実施時期） 

第９条 実施団体は、第６条の規定により採択することに決定された協働事業の実施に関し市にお

いて新たに予算措置を講ずる必要がある場合においては、市が必要な予算措置を講じた後でなけ

れば、当該協働事業を実施してはならない。 

 （予算措置） 

第１０条 協働事業の実施に関し必要な予算は、当該協働事業が協働型事業であるときは当該協働

事業の担当課が、当該協働事業が団体育成型事業であるときは市民生活部地域振興課が、それぞ

れ計上するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 市長は、別に定めるところにより、実施団体に対し、当該協働事業の実施に関する経費

の補助として、次の各号に掲げる協働事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、補

助金を交付するものとする。 



 - 40 - 

 ⑴ 協働型事業 １，０００，０００円 

 ⑵ 団体育成型事業 ３００，０００円 

 （事業報告） 

第１２条 実施団体は、当該年度における協働事業の実施が終了したときは、遅滞なく、協働事業

提案制度事業結果報告書（第６号様式）を市長に提出するとともに、市と協働して、公開による

事業報告会を開催しなければならない。 

 （事業の評価） 

第１３条 市長は、前条の規定による報告及び事業報告会が終了したときは、当該報告及び事業報

告会における参加者の意見を踏まえ、当該報告に係る協働事業の評価を行うものとする。 

２ 市長は、前項の評価を行うに当たっては、あらかじめ推進会議の意見を聴くものとする。 

３ 推進会議は、前項の規定による求めがあった場合において必要があるときは、実施団体の代表

者又はその関係者を会議に出席させて、説明を求めることができる。 

 （公表） 

第１４条 市長は、毎年度、前年度に実施した実施事業の内容及び実施状況、前条の規定による評

価の結果等を公表するものとする。 

 （推進会議の設置） 

第１５条 第６条第１項及び第１３条第２項の規定による求めに応じて協議する機関として、武蔵

村山市市民協働推進会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、推進会議は、市長の求めに応じ市民協働の推進に関し必要な事項

を協議して、その結果を市長に報告するものとする。 

３ この要綱に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱の廃止） 

 武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱（平成２１年武蔵村山市訓令（乙）第９１号）は、廃止す

る。 
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